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す
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熊

利
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私
立
大
学
等
へ
の
補
助
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

科
学
研
究
費
補
助
金
、
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
等
の
私
立
大
学
等
に
対
す
る
補
助
金
お
よ
び
そ
れ
ら
の
関
連
事
項
に
関

し
、
以
下
質
問
す
る
。

一

科
学
研
究
費
補
助
金
の
「
間
接
経
費
」
に
関
し
て

（
一
）

各
大
学
等
の
他
の
会
計
と
の
混
在
を
避
け
る
た
め
に
、
当
該
間
接
経
費
を
他
の
会
計
と
は
分
別
し
て
管
理
す
る
分

別
会
計
を
義
務
づ
け
て
い
る
か
。

（
二
）

分
別
会
計
を
義
務
づ
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
間
接
経
費
の
残
額
が
生
じ
た
場
合
、
国
庫
に
返
納
を
求
め

て
い
る
の
か
。

（
三
）

分
別
会
計
を
義
務
づ
け
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
間
接
経
費
の
残
額
が
生
じ
た
場
合
、
当
該
大
学
等
の
他

の
会
計
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
の
か
。

（
四
）

分
別
会
計
の
実
施
の
有
無
に
関
ら
ず
、
当
該
間
接
経
費
は
、
建
築
物
の
整
備
、
土
地
収
用
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備

等
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
活
用
の
た
め
に
、
平
成
十
三
年
四
月
二
十
日
付
（
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
改

正
）
の
競
争
的
資
金
の
間
接
経
費
の
執
行
に
係
る
共
通
指
針
に
よ
り
、
当
該
大
学
等
の
被
配
分
機
関
の
長
の
責
任
の

一



下
で
執
行
さ
れ
る
と
し
つ
つ
、
使
途
の
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
担
保
す
る
た
め

に
、
ど
の
よ
う
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
の
仕
組
み
が
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
実
施
し
て
い
る
か
。

二

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
に
関
し
て

（
一
）

各
大
学
等
の
他
の
会
計
と
の
混
在
を
避
け
る
た
め
に
、
当
該
補
助
金
を
他
の
会
計
と
は
分
別
し
て
管
理
す
る
分
別

会
計
を
義
務
づ
け
て
い
る
か
。

（
二
）

分
別
会
計
を
義
務
づ
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
補
助
金
の
残
額
が
生
じ
た
場
合
、
国
庫
に
返
納
を
求
め
て

い
る
の
か
。

（
三
）

分
別
会
計
を
義
務
づ
け
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
補
助
金
の
残
額
が
生
じ
た
場
合
、
当
該
大
学
等
の
他
の

会
計
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
の
か
。
組
み
入
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
大
学
等
が
施
設
整
備
費
に
使
用

す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
が
公
正
か
つ
効
率
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
っ

て
い
る
か
。

三

文
部
科
学
省
平
成
二
十
四
年
度
計
画
調
書
と
と
も
に
交
付
さ
れ
て
い
る
「
建
設
工
事
等
に
係
る
補
助
事
業
遂
行
に
あ
た
っ

て
の
留
意
事
項
」
お
よ
び
別
紙
に
つ
い
て

二



（
一
）

当
該
留
意
事
項
に
は
法
的
義
務
は
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

（
二
）

そ
の
場
合
、
法
的
義
務
を
課
さ
な
い
理
由
は
如
何
に
。

（
三
）

当
該
留
意
事
項
の
実
施
に
関
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
調
査
等
は
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
か
。

（
四
）

同
様
の
措
置
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
や
開
発
に
も
広
げ
て
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

文
部
科
学
省
来
年
度
予
算
案
の
補
助
金
等
に
つ
い
て

（
一
）

私
立
大
学
等
に
支
給
さ
れ
、
当
該
大
学
等
が
執
行
す
る
、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
間
接
経
費
を
含
む
各
種
補
助
金

に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。

（
二
）

そ
れ
ら
の
う
ち
、
施
設
整
備
費
に
使
う
こ
と
が
可
能
な
金
額
の
総
額
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。

五

会
計
検
査
院
に
よ
る
指
摘
を
含
む
不
当
、
不
正
な
経
理
に
つ
い
て

（
一
）

会
計
検
査
院
に
よ
り
、
大
学
等
へ
の
補
助
金
等
の
う
ち
、
研
究
者
で
は
な
く
学
校
法
人
が
行
っ
た
不
当
な
経
理
が

指
摘
さ
れ
る
例
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
学
校
法
人
に
よ
る
不
当
経
理
等
を
防
止
す
る
仕
組
み
へ
の
取
り
組
み
は
如
何

に
。

（
二
）

文
部
科
学
省
は
、
研
究
者
を
対
象
に
「
預
け
金
」
「
プ
ー
ル
金
」
を
含
む
公
的
研
究
費
の
不
適
切
な
経
理
に
関
す

三



る
調
査
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
提
出
期
限
）
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
様
の
調
査
を
、
研
究

費
に
限
定
せ
ず
施
設
整
備
費
等
に
も
広
げ
、
学
校
法
人
お
よ
び
そ
の
会
を
構
成
す
る
理
事
、
事
務
職
員
等
に
対
し
て

も
行
う
必
要
は
な
い
の
か
。

六

補
助
金
等
の
不
正
使
用
、
不
当
使
用
の
告
発
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
は
、
競
争
的
資
金
に
係
る
研
究
活
動
の
不
正
行
為
及
び
研
究
費
の
不
正
使
用
及
び
不
正
受
給
に
関
す
る
告
発

受
付
窓
口
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
総
務
省
も
「
科
学
研
究
費
補
助
金
等
の
適
正
な
使
用
の
確
保
に
関
す

る
行
政
評
価
・
監
視
」
の
実
施
に
伴
う
情
報
提
供
を
広
く
国
民
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
同
様
の
仕
組
み
は
、
研
究
費
に
限
定

せ
ず
学
校
法
人
に
交
付
さ
れ
る
施
設
整
備
費
等
に
つ
い
て
も
拡
張
し
て
整
備
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

七

私
立
大
学
等
に
、
い
わ
ゆ
る
「
天
下
り
」
し
た
文
部
科
学
省
の
元
職
員
は
何
名
か
。
ま
た
、
現
役
の
ま
ま
出
向
し
て
い
る

職
員
は
何
名
か
。

右
質
問
す
る
。

四


